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阿南町商工会館にて、日本政策金融公庫の金融個別相談会を開催します。開催日

は下記のとおりです。マル経資金を含めた融資全般の相談にご活用下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
           ※相談時間目安は１事業所あたり３０分ほどです。 
           ※相談は無料です。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開 催 日 

金融個別相談会の開催について 

7 月 14 日（火） 
時 間・ 

会 場 
10：00～16：00 阿南町商工会館 

(阿南町東條 44-1) 

事前予約にて実施しますので、相談を希望される方は、阿南町商工会に別紙(又
は裏面)申込書に記載のうえ、7 月 6 日（月）までにお申し込みをお願いしま

す。 
対応できる人数に限りがあります。 
時間調整後、担当よりご連絡いたします。 

融資相談時の持参品 
融資のご相談には下記の書類をご持参ください。 
①決算書・確定申告書の写し（２期分） 
 ※ 法人企業の決算書は勘定科目内訳書を含む。また、決算期から６ヵ月以上経過している

場合には、直近の合計残高試算表が必要となります。 

②既存の借入金がある企業は、現在の借入金償還表等、返済内容が分かる資料 

③最近３ヵ月の売上高が分かる資料（メモ書き等でも可） 

◆↓設備資金をご希望の場合（車両、除雪機、建物増改築など） 

④業者の印鑑が押印されている見積書（写しでも可） 
※営業車両等の購入については、カタログも必要の場合があります。また、増改築等で内容

によっては図面が必要となります。  

Google フォームから申込

できます。 
https://forms.gle/bcvFwv
ZQnBKcHEnT7 



日本政策金融公庫 金融個別相談会申込書 
 
 

事業所名                氏名              

住所                                  

 

相談希望時間    時   分から 
（時間重複した場合、ご希望に添えないことがありますが御了承願います） 

電話番号        FAX        携帯番号         

Mail                    
 
※ご記入いただいた個人情報は本事業目的以外には使用いたしません。 
 

 
相談内容 
 
                                               
 
                                               
 
                                               
 
                                               
 
 
 
 

商工会事業のご案内 

商工会は、地域事業者が会員となって、地域に密着した唯一の総合経済団体であり、下記の２つの

事業を大きな柱としています。 

①経営改善普及事業 

 小規模事業者の経営や技術の改善発達のための、金融・税務・経営・労務などの相談や指導を行

う事業。 

②地域振興事業 

 地域の「総合経済団体」として、また中小企業の「支援機関」として、豊かな地域づくりのため

の意見活動や社会一般の福祉増進等に取り組む事業。 

阿南町商工会 TEL：0260-22-2203 FAX：0260-22-2253 

mail：anan@mis.janis.or.jp 

＊予約制 

相談無料 秘密厳守 


